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山形県公報 第 689 号 

公    告 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、山形県知事、山形県教育委員会教

育長及び山形県公安委員会委員長から、令和８年２月13日に公表した監査の結果に基づき講じた措置

について、次のとおり通知があった。 

 令和８年３月24日 

山形県監査委員  加   賀   正   和 

山形県監査委員  小   松   伸   也 

山形県監査委員  柴   田       優 

山形県監査委員  海 老 名   信   乃   

 

監査対象機関 指 摘 事 項 措 置 の 内 容 

鶴岡警察署 支出事務が適切でないもの  照会の回答に係る手数料の請求書を受理した際

は、照会管理簿に記載し、担当者の上司等複数人に

よる点検を定期又は随時に行い、処理状況の確認を

徹底することで支払遅延の防止を図る。 

庄内空港事務

所 

契約の締結又は履行が適切で

ないもの 

契約保証金の有無については、法令遵守を図るべ

く、地方自治法施行令及び山形県財務規則に照らし

合わせ、適用する条項を伺い等に明記し、また免除

可能な案件については業者から必要な書類の提出を

求めるなど、複数人において確認できるようにす

る。 

契約保証金の徴収が必要な場合は、契約前に請求

（納入通知書の発行）し、確実に納入されているこ

とを領収証書の写し等において確認してから契約を

締結する。 

水産研究所 関係法令等に準拠して適正に

処理されていないもの 

潜水作業に関して、内規である潜水業務心得を全

面的に見直した「潜水業務マニュアル」を令和７年

５月に策定し、すみやかに職員に周知した。 

潜水作業を行う場合は、事前に所長の決裁（承

認）を受けなければならないことを年１回の全体会

議及び月１回の運営会議や週１回のミーティング等

において、所長及び副所長から職員に対し周知し、

潜水業務の事前伺いを徹底する。 
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森林研究研修

センター 

支出事務が適切でないもの 

 

相手方からの請求書の提出を受けての支出処理を

改め、当方から請求書の提出を依頼する。 

年間業務執行予定表に「水使用負担金支払」を記

載し、職員間で処理状況を共有する。 

米沢養護学校 公金等、公印又は文書の管理事

務が適正に処理されていないもの 

金庫の常時施錠及び公印の施錠管理を徹底すると

ともに、通帳と支出伺の突合及び金庫内の現金の確

認を毎月実施する。さらには、インターネットバン

キングや法人向けクレジットカードによる支払いに

より可能な限り学校内で現金を扱わないこととし、

適正な公金等管理の徹底を図る。 

支出事務が適切でないもの 旅費の支払について、旅行命令簿及び財務会計シ

ステムでの進捗状況の確認を徹底し、支払遅延の防

止を図る。 

酒田特別支援

学校 

支出事務が適切でないもの 現場実習の委託費用に係る請求書の催促・支払が

遅れたことから、業務の進捗状況が確認できる一覧

表を作成・共有し、事務室全体で進捗管理を行うこ

とにより、支払遅延の防止を図る。 

 


